
2011/03/31 熊本県商工観光労働部商工労働局労働雇用課 
アクション・プランを実現するための提案 

 
 

○ハローワークの全面移管に向けた課題等の抽出を行うために特区提案を行う。 
○県内にある 10 ハローワークのうち、1 箇所から数カ所のハローワークで、全ての業務を県に移管。 
・ハローワークの業務に係る国の職員は、地方公務員との併任により、県知事の指揮命令下で業務を行うこととする。 
・なお、スムーズな事務移管を図るため、県職員を次長として配置するとともに、ハローワークの職員と県職員数名を人事交流さ

せる。 
○雇用保険制度は全国単位で維持し、給付条件は国が法令等で定めるとともに、今回のハローワークの業務推進に係る人

件費、その他の必要経費は、国が財源措置を行うものとする。 
 
 

・二重行政の解消による利用者の利便性向上とコスト削減。 
・就職に加え、住居・生活・福祉等の総合的な支援のワンストップ提供が可能。 
・市町村等と連携した求職者のニーズにあったきめ細やかな支援の実施が可能。 
・産業人材育成、企業の人材確保支援、新産業育成などと一体化した雇用政策の展開、学校教育との連携強化が可能。 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・本提案により、職業訓練の斡旋や生活資金の貸付制度等の紹介、県営住宅の優先入居、カウンセリングなど、求職者が

必要とするサービスの総合的な提供ができる。 
・県が行っている中小企業向けの人材確保や育成、金融対策、経営革新・販路拡大支援や、国の新規雇用・雇用維持への

助成を一体的に行うことができ、経営と雇用の両面から支援ができる。 

１ 提案の概要 

２ 提案の理由 

３ 具体的な業務・組織 

４ 既存の制度・事業との違い 
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2011/03/31 熊本県商工観光労働部商工労働局労働雇用課 
【関係法令】 
○ 総合特別区域法（H23 通常国会にて審議中） 
○ 厚生労働省設置法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 97 号） 

第 23 条第 1 項、 
「都道府県労働局の所掌事務（前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く）の一部を分掌させるため、所要の

地に、公共職業安定所を置く。」 
第 24 条 
「厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くこと

ができる。」 
○ 雇用対策法（昭和 41 年 7 月 21 日法律第 132 号） 

第 2 条 
「職業紹介機関」は公共職業安定所（職業安定法 （昭和二十二年法律第百四十一号）の規定により公共職業安定所の業務の一部を

分担する学校の長を含む）と同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者と定義されている。 
○ 職業安定法（昭和 22 年 11 月 30 日法律第 141 号） 

第 1 条 
同法の目的の一つが「公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等

を行うこと」であるとされ、同法において公共職業安定所の業務などが規定されている。 
○ 国家公務員法 
○ 人事院規則（昭和 27 年 5 月 23 日 人事院規則八－一二） 
  第 20 条～第 25 条 
  「併任」について規定されている。 



「アクション・プランを実現するための提案」について（追加提案） 

 

                             熊 本 県 

  

１ 提案の趣旨 

○ アクション・プランを実現するための提案については、平成２３年３月

３１日付けで提出したところであるが、厳しい雇用情勢のなかで、ワンス

トップサービスを提供して、県民の利便性を向上させるために次のとおり

追加提案する。 

 

 

２ 提案の概要 

(１） 県が「しごと相談・支援センター」で実施している労働相談、キャリア

カウンセリング、技術習得講座等の就業支援業務と、国が「しごとサポー

ト水道町」で実施している職業紹介、相談業務を同じ場所で行い、更に、

雇用保険や職業訓練の相談、各種助成金等の情報提供機能を強化して、ワ

ンストップサービスの提供を図る。（別紙図（案）の１参照） 

（２）  同一場所での実施は平成２５年度以降とし、平成２４年度は両施設その

ままで、具体的には、「しごと相談・支援センター」では、「ハローワーク・

コーナー」を設置し、職業紹介に係る業務を行う。一方、「しごとサポー

ト水道町」では、労働相談や就業相談等を行うとともに、「職業紹介窓口」

においては、雇用保険や職業訓練の相談、各種助成金の相談に係る業務を

行い、それぞれの機能を補完する。（別紙図（案）の２参照） 

(３） これらの業務の運営に当たっては、国の雇用政策と県の就業支援施策と

の整合性を図るため、熊本労働局と熊本県による運営協議会を組織し、一

体的に実施する。 

 

 

３ 提案実施の効果 

○ 今回の提案により、利用者の利便性の向上を図るとともに、既に提案し

ている「ハローワーク」を完全移管した場合の事業の円滑な実施に資する

ことができる。 

○ ワンストップサービスの提供により、主に女性・中高年齢者を対象とし

た総合的な就業支援の実現を図ることができる。 

 



【ワンストップサービス】 【ワンストップサービス】

①労働相談

②就業相談

③生活相談

④住宅相談

⑤キャリアカウンセリング

⑥子育て女性のための再就職

支援プログラム

⑦技術習得講座
（ﾊﾟｿｺﾝ、介護）

①職業紹介・相談

②セミナー、講習会等の
委託事業

③雇用保険業務

④職業訓練業務

⑤助成金業務

⑥求人受理

一体型として運営

求 職 者
今後、就職を考えている方 求人企業
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図（案）の１



　　　

・労働相談

・就業相談

・キャリアカウンセリング

・子育て女性のための再就職
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・技術習得講座（パソコン、介護）

くまもと県民交流館パレア
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・求職者の総合相談窓口、情報
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多重債務
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（国）マザーズサロン
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現 状

・離職者等を対象に生活・就業

支援制度の案内等の総合的な

相談・情報提供

Ｈ２３年度で廃止

◆労働相談

◆就業相談

◆キャリアカウンセリング

◆子育て女性のための再就職支援

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
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【ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸ】 （県）求職者総合支援ｾﾝﾀｰ

くまもと県民交流館パレア

しごと相談・支援ｾﾝﾀｰ

◆労働相談

◆就業相談

◆生活相談

◆住宅相談

提 案 運営主体：熊本労働局と熊本県等による運営協議会等

（県）中高年・女性

就業支援コーナー

（国）マザーズサロン

Ｈ２３年度で廃止

◆職業相談・紹介
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ハローワーク・コーナー


